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は
じ
め
に

有
力
な
古
代
史
家
の
あ
い
だ
で
、
摂
関
期
を
律
令
政
治
に
ひ
き
つ
け
て
後
期
律
令

国
家
と
考
え
る
か①
、
中
世
に
ひ
き
つ
け
て
初
期
権
門
政
治
と
考
え
る
か
で②
、
大
き
く

意
見
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
日
本
の

律
令
国
家
の
総
体
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
大
問
題
と
深
く
関
わ
る
が
、
私
の

よ
う
な
も
っ
ぱ
ら
院
政
期
以
降
の
政
治
制
度
を
専
門
と
し
て
き
た
者
に
は
、
と
う
て

い
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
大
問
題
を
考
え
る
一
視
角
と
し
て
、
摂
関
期
に
お
け
る
陣
定
の
評

価
が
あ
る
。
吉
川
真
司
は
、
大
津
透
の
陣
定
、
と
く
に
そ
の
一
角
を
な
す
受
領
功
過

定
の
分
析
を
中
心
と
す
る
平
安
財
政
史
研
究
の
問
題
点
が
、
大
津
の
「
後
期
律
令
国

家
」
論
の
構
想
を
根
本
か
ら
制
約
し
て
い
る
と
、
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
。
大
津

は
受
領
功
過
定
に
お
い
て
、
受
領
任
免
の
基
礎
と
な
る
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
、
し

か
も
そ
の
結
論
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
一
方
、
吉
川
は
摂
関

期
の
陣
定
の
「
不
活
発
性
、
非
定
例
性
、
形
式
性
」
を
強
調
し
、
そ
の
案
件
処
理
が

摂
関
期
の
国
家
・
社
会
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
と
る
に
足
ら
な
い
位
置
し
か
し
め
て

い
な
い
と
す
る③
。

最
近
、
陣
定
の
成
立
を
論
じ
た
川
尻
秋
生
は
、
大
津
の
論
考④
を
引
用
し
、
陣
定
が

「
摂
関
期
に
は
最
重
要
な
合
議
と
位
置
づ
け
ら
れ
、中
世
に
至
る
ま
で
開
催
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば⑤
」
と
し
て
、
こ
の
議
論
に
古
代
史
の
研
究
者
の
な
か
で
一

定
の
決
着
が
見
ら
れ
た
と
、
私
は
認
識
し
た
。
そ
の
た
め
、
最
新
の
拙
著
『
公
卿
会

議
―
論
戦
す
る
宮
廷
貴
族
た
ち
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
八
年
）
の
「
第
二
章　

摂

関
政
治
の
時
代
」
は
、
お
も
に
大
津
の
論
考
を
ベ
ー
ス
に
叙
述
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
八
年
度
日
本
史
研
究
会
大
会
報
告
に
お
い
て
、
黒
羽
亮
太
は

国
政
上
の
重
要
事
項
の
審
議
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
藤
木
邦
彦
の
先
駆
的
研
究⑥
を
前

提
に
し
つ
つ
も
、
大
津
、
吉
川
、
お
よ
び
倉
本
一
宏⑦
の
研
究
を
も
っ
て
、「
そ
の
後
の

研
究
で
も
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
意
見
が
分
か
れ
る
」
と
し
て
い
る⑧
。
し
か
も
、
吉
川

自
身
が
最
近
の
講
演
に
お
い
て
、
後
期
摂
関
政
治
の
実
像
と
し
て
、
陣
定
・
功
過
定

は
年
に
わ
ず
か
数
回
開
か
れ
る
だ
け
で
、
体
面
と
分
担
責
任
と
情
実
か
ら
な
り
、「
議

論
」
は
形
式
・
口
実
で
あ
り
、
昔
な
が
ら
の
「
陣
定
」
過
大
評
価
は
そ
ろ
そ
ろ
や
め

た
い
、
と
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る⑨
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
史
に
お
け
る
陣
定
の
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
い
ま
だ
決
着

に
程
遠
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
拙
著
の
叙
述
は
い
さ
さ
か
拙
速
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
論
争
が
華
々
し
か
っ
た
最

中
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
「
平
安
時
代
の
政
務
と
そ
の
変
遷⑩
」
と
し
て
私
見
を
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
。
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
拙
著
刊
行
の
責
任
も
あ
る

の
で
、
今
回
そ
の
後
考
え
た
こ
と
も
含
め
て
、
現
在
の
見
解
に
つ
い
て
典
拠
を
示
し

つ
つ
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
問
題
の
性
格
上
、
従
来
の
拙
著
と
重
複
す
る
叙
述

が
多
く
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

摂
関
政
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一　

太
政
官
奏
か
ら
官
奏
へ

拙
稿
で
最
初
に
陣
定
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
、
一
九
八
六
年
の
こ
と
で
あ

る⑪
。
そ
こ
で
は
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）
頃
の
成
立
を
推
定
す
る
藤
木
説
を
批

判
し
つ
つ
、
歴
史
物
語
で
あ
る
『
大
鏡
』
巻
二
の
陽
成
天
皇
譲
位
の
際
の
「
陽
成
院

お
り
さ
せ
給
ふ
べ
き
陣
定
に
候
は
せ
給
ふ
」
と
い
う
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
に
相
当
す

る
記
事
を
最
古
の
も
の
と
考
え
、
そ
れ
に
次
い
で
古
い
の
が
『
日
本
三
代
実
録
』
仁

和
二
年
（
八
八
六
）
六
月
二
十
五
日
条
の
「
左
右
大
臣
已
下
、
於
二
左
仗
下
一
、
先
議

定
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
拙
稿
で
は
『
大
鏡
』
の
元
慶
八
年
を
そ
れ
ほ

ど
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
時
期
に
陣
定
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。

最
近
の
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
、
川
尻
は
陣
定
の
確
実
な
史
料
上
の
初
見
が
、
こ

の
『
日
本
三
代
実
録
』
の
記
事
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た⑫
。
さ
ら
に
「
私
見
」
と
し

て
と
こ
と
わ
り
つ
つ
も
、次
の
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
五
月
二
十

日
条
が
、
陣
定
の
史
料
的
な
初
見
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

快
雨
、勅
、録
下
公
卿
及
近
衛
・
兵
衛
・
衛
門
六
府
官
人
已
下
見
二―
在
陣
頭
一
者
上
、

以
二
穀
倉
院
調
布
一
賜
之
、
公
卿
加
二―
賓
内
蔵
寮
御
服
絹
一
各
有
差
、
外
記
・
内

記
侍
二
仗
下
一
者
、
亦
預
焉
、
賀
二
甘
澍
一
也
、
先
是
、
有
勅
議
定
、
始
自
二
廿

二
日
一
、三
ヶ
日
間
、
於
二
賀
茂
・
松
尾
等
社
一
、
将
修
二
灌
頂
経
法
一
、
為
二
祈

雨
一
也
。

こ
の
記
事
に
は
明
確
に
陣
座
で
公
卿
会
議
が
あ
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

公
卿
以
下
へ
の
下
賜
が
議
定
で
の
祈
雨
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
可

能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。川
尻
は
私
が
示
し
た
先
の
元
慶
八
年
と
推
定
さ
れ
る「
陣

定
」
と
い
う
明
確
な
記
述
を
、
歴
史
物
語
で
あ
る
と
し
て
、
し
り
ぞ
け
る
が
、
そ
れ

も
含
め
て
陣
定
が
そ
の
四
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
川
尻
説
に
異

論
は
な
い
。

こ
こ
で
さ
ら
に
問
題
は
、
陣
定
成
立
以
前
の
公
卿
合
議
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
一
つ
は
か
つ
て
橋
本
義
彦
の
主
張

し
た
「
政
」
か
ら
「
定
」
へ
と
い
う
と
ら
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
朝
政
、
官
政
、

外
記
政
、
陣
申
文
な
ど
の
公
卿
聴
政
か
ら
、
陣
定
に
代
表
さ
れ
る
会
議
体
へ
の
太
政

官
政
治
の
変
化
を
想
定
す
る
考
え
か
た
で
あ
る⑬
。
も
う
一
つ
は
、
律
令
制
下
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
た
天
皇
臨
席
の
も
と
で
の
公
卿
会
議
の
多
く
が
、
そ
の
場
を
近
衛
陣

に
移
動
し
、
天
皇
の
臨
席
が
な
く
な
っ
た
と
見
る
考
え
方
で
あ
る⑭
。

現
在
に
お
け
る
「
政
」
に
つ
い
て
の
研
究
の
到
達
点
は
、
吉
川
真
司
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
る⑮
。
こ
の
政
務
の
方
式
は
、平
安
前
期
（
九
世
紀
）
に
は
申
文
（
公
卿
聴
政
）

と
官
奏
と
い
う
か
た
ち
に
定
式
化
さ
れ
て
い
た
。
申
文
（
公
卿
聴
政
）
と
い
う
の
は
、

弁
官
申
政
と
三
省
申
政
の
二
種
類
か
ら
な
る
。
弁
官
申
政
は
国
司
や
各
官
庁
か
ら
の

日
常
的
な
事
項
が
、
弁
官
を
通
し
て
太
政
官
に
申
請
さ
れ
、
そ
の
決
裁
を
う
け
る
も

の
で
あ
る
。
三
省
申
政
は
官
人
の
身
分
や
処
遇
な
ど
の
人
事
に
つ
い
て
の
内
容
で
、

中
務
・
式
部
・
兵
部
省
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
弁
官
が
関
与
す
る
も
の
と
そ

う
で
な
い
も
の
に
分
か
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
天
皇
の
判
断
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
、
官
奏
と
い
う

か
た
ち
で
天
皇
に
上
奏
さ
れ
、
決
裁
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
比
較
的
軽

微
な
内
容
に
関
し
て
は
、
官
奏
を
へ
る
こ
と
な
く
、
申
文
（
公
卿
聴
政
）
で
決
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

天
皇
の
勅
裁
を
う
け
る
形
式
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
ま
で
は
太
政
官
奏
と
い
う
手

続
き
を
ふ
ん
で
い
た
。
太
政
官
奏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
の
重
要
性
の
高
い
も
の

か
ら
、
論
奏
、
奏
事
、
便
奏
と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
論

奏
と
奏
事
に
つ
い
て
は
、
大
臣
が
参
議
以
上
を
引
率
し
て
上
奏
に
赴
い
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る⑯
。

こ
の
太
政
官
奏
を
め
ぐ
り
、太
政
官
の
議
政
官
会
議
と
天
皇
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

天
皇
権
力
が
議
政
官
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
律
令
制
の
貴
族

制
的
性
格
を
主
張
す
る
早
川
庄
八
の
体
系
的
な
学
説
が
存
在
す
る⑰
。
こ
れ
を
支
持
し
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た
佐
藤
進
一
が
、
中
世
に
継
続
し
た
議
政
官
会
議
の
解
体
に
よ
る
後
醍
醐
の
君
主
専

制
方
針
を
論
じ
た⑱
。

早
川
説
が
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
お
も
に
論
奏
式
に
修
正
・
否
決
の
場
合
に
関

す
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
論
奏
は
天
皇
が
否
認
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
飯
田
瑞
穂
は
論
奏
・
奏
事
・
便
奏
い
ず
れ
も
、

（
い
）
提
案
を
全
部
受
け
容
れ
て
可
決
す
る
、（
ろ
）
提
案
を
一
部
修
正
し
て
可
決
す

る
、（
は
）
提
案
を
否
決
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
が
、
条
文
化
の

際
に
（
い
）
の
場
合
を
論
奏
式
で
、（
ろ
）
の
形
式
を
奏
事
式
で
、（
は
）
の
事
例
を
便

奏
式
で
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
ま
で
の
こ
と
と
断
じ
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
論
奏
・
奏

事
・
便
奏
は
こ
と
の
大
・
中
・
小
に
よ
る
区
分
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
か
ら
、

大
事
の
み
が
天
皇
に
よ
っ
て
全
面
的
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、

早
川
説
に
成
立
の
余
地
は
な
い
。「
現
実
は
と
も
か
く
と
し
て
、
法
的
に
い
へ
ば
、
天

皇
は
い
か
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
発
議
し
得
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
す
べ
て
の
こ
と

に
つ
い
て
決
定
を
下
し
得
る
立
場
に
あ
つ
た
と
考
え
る
」
と
い
う
飯
田
の
主
張
は
、

太
政
官
議
政
官
合
議
に
対
し
て
、
天
皇
が
制
度
的
優
位
に
立
つ
と
い
う
点
で
説
得
力

を
有
し
て
い
る⑲
。

太
政
官
奏
の
う
ち
、
相
対
的
に
重
要
な
問
題
を
扱
う
の
は
、
論
奏
と
奏
事
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
大
臣
が
参
議
以
上
を
率
い
て
天
皇
に
奏
上
し
裁
可
を
仰
ぐ
も
の
で

あ
っ
た
。
上
奏
が
必
要
な
事
項
で
も
、
比
較
的
軽
微
な
も
の
は
便
奏
と
い
う
形
式
で

上
奏
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
は
少
納
言
が
単
独
で
行
っ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
に
な

る
と
、
論
奏
は
固
定
化
・
儀
礼
化
し
た
。
奏
事
に
相
当
す
る
太
政
官
奏
は
そ
の
一
部

が
論
奏
に
吸
収
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
衰
微
、
消
滅
す
る
。
便
奏
は
「
小
事
」
に

限
ら
れ
た
奏
上
形
式
と
し
て
の
少
納
言
尋
常
奏
と
し
て
生
き
残
っ
た
と
い
う
。一
方
、

平
安
時
代
に
な
る
と
常
態
化
す
る
官
奏
は
、
参
議
以
上
を
引
率
せ
ず
、
大
臣
一
人
に

よ
る
奏
宣
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
太
政
官
奏
の
論
奏
や
奏
事
の
よ
う
な

議
政
官
組
織
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
吉
川
は
そ
の
出
発
点
は

八
世
紀
後
半
の
称
徳
朝
に
あ
る
と
し
て
い
る⑳
。

論
奏
や
奏
事
の
よ
う
に
、
大
臣
が
参
議
以
上
を
引
率
し
て
奏
上
す
る
形
態
に
比
べ

て
、
官
奏
の
大
臣
一
人
が
天
皇
に
対
面
し
て
奏
上
す
る
場
合
、
さ
ら
に
天
皇
が
議
政

官
に
制
約
さ
れ
る
可
能
性
は
低
く
な
る
。
天
皇
と
大
臣
と
の
や
り
と
り
を
、
他
の
議

政
官
が
直
接
耳
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
飯
田
が
鋭
く

指
摘
し
、
吉
川
が
そ
れ
を
全
面
的
に
支
持
し
た
よ
う
に
、
太
政
官
奏
に
お
い
て
す
ら
、

天
皇
は
法
的
に
議
政
官
の
制
約
を
受
け
ず
に
、
決
定
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
議
政
官
が
直
接
関
与
で
き
な
い
官
奏
に
お
い
て
、
太
政
官
奏
以
上
に
天
皇
に

対
し
て
議
政
官
の
権
限
が
強
く
な
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

二　

外
記
政
と
南
所
申
文
・
陣
申
文

律
令
制
度
の
も
と
で
の
太
政
官
議
政
官
会
議
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
ま

ず
そ
の
一
端
は
、
申
文
、
す
な
わ
ち
朝
堂
と
太
政
官
曹
司
庁
で
行
わ
れ
た
儀
に
う
か

が
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
朝
堂
・
太
政
官
曹
司
庁
で
の
申
文

の
具
体
的
な
次
第
と
作
法
は
、
平
安
時
代
の
外
記
政
の
庁
申
文
に
継
承
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る㉑
。
外
記
政
は
お
も
に
庁
申
文
と
外
記
請
印
と
い
う
二
つ
の
儀
か
ら
構

成
さ
れ
た
。

庁
申
文
と
は
、
諸
司
諸
国
の
上
申
案
件
を
公
卿
が
決
裁
す
る
儀
で
あ
り
、
通
常
は

弁
官
が
取
り
次
ぎ
、
諸
司
諸
国
に
代
わ
っ
て
上
申
し
た
。
公
卿
聴
政
を
上
卿
で
あ
る

大
臣
が
決
裁
す
る
と
き
、
史
が
案
件
を
口
頭
で
読
み
上
げ
、
上
卿
も
決
裁
の
詞
を
口

頭
で
発
す
る
。
そ
の
際
に
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
ら
は
同
席
し
、
そ
の
詞
を
聴
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
太
政
官
の
合
議
、
議
政
官
会
議
の

決
定
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
ら
は
、
そ
の
場
に
同
席
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
知
り
、
そ
の
決
定
に
賛
同
し
た
こ
と
に
な
る㉒
。

外
記
政
の
後
半
は
、
外
印
請
印
儀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
太
政
官
符
、
省
符
な
ど
に
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太
政
官
印
で
あ
る
外
印
を
押
捺
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、

二
段
階
の
儀
に
よ
る
。

ま
ず
、
第
一
段
階
で
は
、
外
記
が
文
書
を
ま
と
め
て
上
卿
に
進
め
、
上
卿
は
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
閲
覧
・
点
検
し
、
一
通
ず
つ
捺
印
の
可
否
を
判
断
し
た
。
第
二
段
階

で
は
、
史
生
が
文
書
の
総
数
を
確
認
す
る
詞
を
発
し
、
そ
の
上
で
上
卿
の
指
示
を
受

け
て
、
外
印
を
押
捺
す
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
外
記
政
の
前
半
の
庁
申

文
と
は
異
な
り
、
外
記
と
上
卿
の
あ
い
だ
で
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
請
印
に
お
い

て
文
書
そ
の
も
の
が
検
査
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

庁
申
文
の
作
法
が
、
律
令
制
度
導
入
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
伝
統
的
な
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
半
の
外
印
請
印
儀
は
九
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
の
作
法
も
大
宝
令
施
行
の
八
世
紀
前
半
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

文
書
行
政
に
即
応
し
た
新
し
い
上
申
作
法
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
外
印
請

印
儀
に
は
上
卿
以
外
の
公
卿
は
参
加
し
な
い
の
で
あ
る
。

公
卿
聴
政
で
あ
る
申
文
は
、
朝
堂
院
↓
太
政
官
曹
司
庁
↓
外
記
庁
と
時
代
の
変
遷

と
と
も
に
、
場
所
を
移
動
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
朝
政
↓
官
政
↓
外
記
政

と
よ
ば
れ
る
儀
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち
朝
堂
院
で
行
わ
れ
る
朝
政
で
は
、

外
印
請
印
儀
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
朝
政
で
は
す
べ
て
伝
統
的
な
口
頭
で
の
読
申
が

行
わ
れ
た
。
儀
の
終
了
後
に
太
政
官
曹
司
庁
か
外
記
庁
で
外
印
押
捺
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

外
記
政
は
内
裏
の
建
春
門
の
外
、
す
ぐ
東
に
あ
る
外
記
庁
で
行
わ
れ
た
。
外
記
政

が
成
立
し
た
の
は
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
で
あ
り
、そ
の
時
点
で
太
政
官
曹
司
庁
が

儀
式
の
場
、
外
記
庁
が
日
常
的
公
卿
聴
政
の
場
と
な
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、

公
卿
が
日
常
的
に
内
裏
に
祇
候
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
内
裏
に
隣
接
す
る
外
記

庁
が
公
卿
聴
政
の
場
と
し
て
至
便
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る㉓
。

外
記
政
の
終
了
後
、
南
所
申
文
と
い
う
儀
が
あ
る
。
南
所
申
文
で
は
史
は
上
卿
で

あ
る
大
臣
、
あ
る
い
は
大
中
納
言
に
文
書
を
文
刺
に
は
さ
ん
で
献
上
し
、
そ
れ
を
上

卿
は
黙
読
し
決
裁
し
た
。
た
だ
し
、
上
卿
が
大
臣
の
場
合
と
大
中
納
言
の
場
合
と
で

は
、
大
き
な
作
法
の
違
い
が
あ
っ
た
。
大
臣
儀
で
は
、
文
書
の
披
見
が
終
わ
る
と
大

臣
は
文
書
を
ま
と
め
て
机
に
置
き
、
こ
れ
を
史
が
と
っ
て
一
通
ず
つ
そ
の
文
書
の
事

書
だ
け
を
読
み
上
げ
る
。
す
る
と
大
臣
は
そ
の
一
々
に
決
裁
の
詞
を
発
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
文
書
事
書
の
読
み
上
げ
を
「
結
ね
申
す
」
と
い
う
。
大
中
納
言
の
儀
で
は
、

こ
の
「
結
ね
申
す
」
こ
と
が
省
略
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
卿
は
披
見
の
の
ち
文
書

を
一
通
ず
つ
史
に
下
し
、
史
は
事
書
を
読
ま
な
い
で
、
上
卿
の
決
裁
の
詞
だ
け
が
発

せ
ら
れ
た
。

大
中
納
言
の
儀
に
対
し
て
、
大
臣
の
儀
で
は
、
よ
り
重
要
な
案
件
が
決
裁
さ
れ
た

の
で
、
そ
の
事
書
が
読
ま
れ
る
「
結
ね
申
す
」
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
上
卿
以
外
の
公
卿
た
ち
も
、
案
件
の
事
書
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ

が
、
大
中
納
言
の
儀
に
つ
い
て
は
、
決
裁
の
詞
は
知
り
え
て
も
、
案
件
そ
の
も
の
を

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
外
記
政
前
半
の
庁
申
文
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
政
務
と
し
て
は
形

骸
化
し
つ
つ
あ
り
、
儀
礼
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
外
記
政
は
主
と
し
て
外
記
請
印
を

行
う
た
め
の
政
務
と
な
り
、「
庁
申
文
な
き
外
記
政
」
が
少
な
く
と
も
十
世
紀
中
期
に

は
常
態
と
な
っ
て
い
た
。
南
所
申
文
が
庁
申
文
を
凌
駕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
代
表

的
な
儀
式
書
で
あ
る
『
西
宮
記
』
は
十
世
紀
中
期
の
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
朔
日
・
四
日
・
十
六
日
及
政
初
、
新
初
着
座
上
卿
、
着
時
、

有
二
申
文
一
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
庁
申
文
が
特
別
な
場
合
に
行
わ
れ
る
儀
礼

的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
、
南
所
申
文
の
代
わ
り
に
行
わ
れ
た
内
裏
の
左
近
衛
陣
座
で
の
陣
申
文

と
い
う
政
務
が
あ
り
、
お
お
む
ね
十
世
紀
以
降
盛
行
し
た
。
陣
申
文
も
南
所
申
文
と

同
じ
く
、
読
申
申
文
で
は
な
く
、
文
刺
を
用
い
た
文
書
中
心
の
決
裁
方
式
で
あ
り
、

大
臣
の
儀
で
「
結
ね
申
す
」
こ
と
が
行
わ
れ
、
大
中
納
言
の
儀
で
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
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南
所
申
文
は
外
記
政
と
不
可
分
の
政
務
で
あ
り
、
南
所
申
文
の
上
卿
、
つ
ま
り
決

裁
者
は
「
日
上
」
と
よ
ば
れ
る
外
記
政
の
開
催
時
刻
に
出
席
し
た
最
上
位
の
公
卿
で

あ
っ
た
。
外
記
政
の
開
始
時
刻
は
決
ま
っ
て
お
り
、
出
席
予
定
の
公
卿
が
全
員
そ
ろ

う
の
を
待
つ
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
仮
文
と
い
う
欠
席
届
が
刻
限

前
に
届
か
ず
、
外
記
政
が
遅
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
承
和
三
年
（
八
三
六
）
の
宣
旨
で
、
開
始
の
刻
限
を
厳
格
化
し
、
仮
文
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
刻
限
に
出
席
の
公
卿
だ
け
で
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

南
所
申
文
も
外
記
政
出
席
の
公
卿
だ
け
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
陣
申
文
は
外
記
政
と
は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
外
記
政
と
南
所
で
の
食
事

が
終
了
し
た
後
に
行
わ
れ
た
。
平
安
時
代
に
は
公
卿
は
日
常
的
に
内
裏
に
出
仕
し
、

宜
陽
殿
座
ま
た
は
左
近
衛
陣
座
に
着
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
内
裏
に
出
仕
し
た
公
卿

が
参
加
し
や
す
い
の
で
、
外
記
政
に
来
な
か
っ
た
公
卿
も
出
席
で
き
る
。
最
上
位
の

公
卿
も
お
の
ず
か
ら
上
位
の
人
物
に
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

陣
申
文
は
、
南
所
申
文
よ
り
も
上
位
の
申
文
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

開
催
頻
度
を
増
し
た
。

さ
ら
に
陣
申
文
が
申
文
の
主
流
と
な
る
背
景
の
一
つ
に
は
、
弁
官
の
「
床
子
座
」

の
成
立
が
あ
っ
た
。
床
子
座
は
敷
政
門
を
出
た
北
腋
に
あ
っ
た
。
敷
政
門
は
宜
陽
殿

に
近
接
し
、
左
近
衛
陣
座
か
ら
も
宣
仁
門
を
出
た
す
ぐ
の
場
所
に
あ
っ
た
。
こ
こ
が

弁
官
や
史
の
祇
候
す
る
場
所
で
あ
る
。
日
常
的
に
、
陣
座
が
陣
申
文
あ
る
い
は
公
卿

か
ら
宣
旨
を
下
す
儀
な
ど
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
床
子
座
が
弁
官
と
史

の
祇
候
す
る
場
所
に
な
っ
た
ら
し
い
。
弁
官
や
史
は
、
こ
こ
で
天
皇
へ
官
奏
す
る
文

書
を
整
え
た
り
、
陣
申
文
の
準
備
の
た
め
の
結
文
儀
、
弁
官
か
ら
史
へ
宣
旨
を
下
す

儀
を
行
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
床
子
座
の
成
立
に
先
行
し
て
、
す
で
に
天
長
六
年

（
八
二
九
）
そ
の
相
対
す
る
場
所
に
、外
記
の
座
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ま
ず
外
記
が
、
そ
し
て
そ
の
後
弁
官
と
史
が
内
裏
に
吸
引
さ
れ
、
祇
候
の
場
所
が
設

け
ら
れ
て
い
た
。
内
裏
の
外
の
南
所
で
の
申
文
よ
り
、
陣
座
で
の
申
文
の
方
が
、
そ

の
点
で
も
有
利
で
あ
っ
た㉔
。

外
記
政
の
開
催
頻
度
は
、
十
世
紀
前
半
で
は
お
お
む
ね
月
に
十
日
以
上
は
開
か
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
極
度
に
悪
化
す
る
の
は
、
十
世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ
り
、
月
五
日

を
超
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
十
一
世
紀
前
期
に
は
年
二
十
回

前
後
ま
で
開
催
回
数
が
落
ち
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
式
日
や
着
座
時
の

儀
礼
、
受
領
の
勤
務
評
定
で
あ
る
受
領
功
過
定
の
た
め
の
形
式
的
手
続
で
あ
っ
た
。

こ
の
理
由
と
し
て
は
、
内
裏
焼
亡
が
頻
発
し
、
そ
の
代
替
と
し
て
里
内
裏
が
多
く
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

平
安
京
の
内
裏
が
初
め
て
焼
亡
し
た
の
は
、天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
九
月
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
村
上
天
皇
は
翌
年
十
一
月
の
内
裏
再
建
ま
で
、
大
内
裏
の
東
に

隣
接
す
る
冷
泉
院
に
移
っ
た
。
そ
の
後
十
五
年
は
安
泰
で
あ
っ
た
が
、
貞
元
元
年

（
九
七
六
）
五
月
に
再
び
内
裏
は
罹
災
し
、
円
融
天
皇
は
職
曹
司
を
へ
て
二
ヶ
月
後
に

堀
河
殿
を
里
内
裏
と
定
め
、
翌
年
七
月
に
新
造
内
裏
に
戻
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
三

年
あ
ま
り
で
再
び
内
裏
は
焼
亡
し
、
天
皇
は
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
十
一
月
職
曹
司
、

十
二
月
太
政
官
庁
、
翌
年
七
月
四
条
後
院
、
九
月
職
曹
司
と
転
々
と
し
て
、
よ
う
や

く
十
月
に
新
造
内
裏
に
戻
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
ず
か
一
年
半
を
過
ぎ
た
天
元
五
年

十
月
に
ま
と
も
や
内
裏
焼
亡
、
天
皇
は
職
曹
司
を
へ
て
堀
河
殿
に
移
り
、
そ
の
ま
ま

永
観
二
年
（
九
八
四
）
八
月
譲
位
し
て
、新
帝
花
山
が
新
造
内
裏
で
即
位
す
る
の
で
あ

る
。
貞
元
元
年
か
ら
永
観
二
年
ま
で
の
八
年
間
で
、
大
内
の
内
裏
に
天
皇
が
居
住
し

で
き
た
の
は
、
わ
ず
か
四
年
半
で
あ
っ
た㉕
。

外
記
政
と
は
公
卿
が
日
常
的
に
内
裏
に
祇
候
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
内
裏
に

隣
接
す
る
外
記
庁
が
公
卿
聴
政
の
場
と
し
て
至
便
と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
成
立
の

一
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
内
裏
焼
亡
の
頻
発
に
と
も
な
う
天
皇
居
所

の
移
動
、と
く
に
大
内
裏
の
外
部
に
あ
る
冷
泉
院
や
堀
河
殿
に
天
皇
が
移
動
す
る
と
、

外
記
政
の
場
所
が
著
し
く
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
外
記
政
が

急
速
に
衰
退
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
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一
方
、
内
裏
へ
の
外
記
、
弁
官
、
史
な
ど
の
実
務
官
人
の
常
駐
が
進
ん
で
い
る
の

で
、
里
内
裏
で
も
そ
の
場
所
が
設
定
さ
れ
た
か
ら
、
外
記
政
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
記
政
に
付
随

す
る
南
所
申
文
の
代
替
と
な
る
は
ず
の
陣
申
文
が
、
十
世
紀
後
半
に
活
発
と
な
っ
た

形
跡
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
十
一
世
紀
前
期
に
は
外
記
政
よ
り
も
少
な
い
年
十

回
を
越
え
な
い
程
度
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
公
卿
聴
政
で
あ
る
申
文
自

体
が
衰
退
す
る
。

南
所
申
文
、
陣
申
文
に
よ
っ
て
、
上
卿
が
天
皇
に
上
奏
す
る
必
要
が
あ
る
と
決
め

た
場
合
、
天
皇
に
上
奏
し
て
最
終
決
定
す
る
政
務
が
既
述
の
官
奏
な
の
で
あ
る
。
こ

の
官
奏
は
申
文
と
関
係
が
深
く
、
一
連
の
政
務
で
あ
り
、
十
世
紀
の
前
半
に
は
頻
繁

に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
申
文
と
関
連
が
深
い
政
務
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
南
所

申
文
や
陣
申
文
の
衰
退
の
影
響
を
う
け
、
十
一
世
紀
前
期
に
は
陣
申
文
と
同
じ
程
度

の
頻
度
に
激
減
し
た
。
こ
う
し
て
、
十
一
世
紀
前
期
に
は
、
申
文
（
公
卿
聴
政
）
―
官

奏
と
い
う
「
政
」
と
も
い
わ
れ
る
系
統
の
政
務
方
式
が
衰
退
し
、
儀
礼
化
し
た
の
で

あ
る
。

三　

行
事
所
と
陣
定

九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
、律
令
制
的
な
官
司
の
限
界
か
ら
、諸
司
・
所
々
・

諸
寺
の
別
当
に
、
公
卿
・
殿
上
人
ら
を
任
命
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
直
接
掌
握
・

指
揮
さ
せ
る
制
度
が
で
き
た
。
こ
れ
が
殿
上
所
充
で
あ
る
が
、
十
世
紀
以
降
、
こ
れ

ら
の
諸
司
諸
寺
別
当
に
加
え
て
、行
事
上
卿
・
行
事
所
上
卿
な
ど
の
制
度
が
発
展
し
、

公
卿
が
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
や
行
事
の
実
務
を
分
担
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。

行
事
所
と
は
、
諸
社
寺
行
幸
、
大
嘗
会
、
造
内
裏
な
ど
の
臨
時
に
行
わ
れ
る
国
家

的
な
行
事
に
際
し
て
設
け
ら
れ
た
。
納
言
以
上
の
公
卿
を
上
卿
と
し
て
、
中
少
弁
か

ら
選
ば
れ
た
行
事
弁
、
そ
し
て
行
事
史
か
ら
構
成
さ
れ
、
特
別
な
行
事
で
は
こ
れ
に

参
議
の
行
事
宰
相
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
執
行
組
織
に
よ
っ
て
、
行
事
の
経
費
調
達
、

準
備
、
実
行
、
後
始
末
な
ど
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
行
事
所
上
卿
は

天
皇
や
摂
関
と
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
諸
事
に
責
任
を
も
っ
た
。

ま
た
、
公
卿
別
当
は
、
内
裏
で
は
な
く
、
自
邸
で
実
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

た
ら
し
い㉖
。
こ
う
し
て
、
十
世
紀
に
は
「
日
上
」
の
上
卿
が
決
裁
す
る
申
文
と
、
こ

う
し
た
実
務
を
あ
ら
か
じ
め
分
担
す
る
上
卿
の
決
裁
が
並
立
し
、
十
世
紀
末
以
降
急

速
に
後
者
が
前
者
を
凌
駕
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

朝
政
、
官
政
、
庁
申
文
な
ど
は
、「
読
申
」
つ
ま
り
申
文
内
容
を
口
頭
で
史
が
読
み

上
げ
、
上
卿
が
決
裁
を
詞
で
発
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
参
加
し
た
公
卿

た
ち
は
案
件
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
公
卿
た
ち
は
、
そ
の
場
に
同
席
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
知
り
、
意
見
を
発
す
る
機
会
は
な
く
て
も
、
そ
の
決

定
に
賛
同
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
日
常
的
政
務
に
お
け
る
太
政
官
議
政
官

会
議
の
主
た
る
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
世
紀
に
南
所
申
文
、
陣
申
文
が
、
そ
れ
ら
の
「
読
申
」
方
式
の
申

文
を
凌
駕
す
る
。
南
所
申
文
、
陣
申
文
で
は
、
上
卿
は
申
文
を
黙
読
し
て
決
裁
し
た
。

大
臣
が
上
卿
と
し
て
決
裁
し
た
重
要
案
件
に
つ
い
て
は
、
史
が
申
文
の
事
書
の
み
を

読
み
上
げ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
上
卿
の
決
裁
の
詞
が
発
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
場
合
、
公
卿
た
ち
は
、
そ
の
場
で
は
ほ
と
ん
ど
何
が
決
ま
っ
た
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
、
出
席
し
た
公
卿
は
決
定
に
賛
同
し
た
と

み
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
実
態
は
す
で
に
会
議
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い

た
。さ

ら
に
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
、
諸
司
諸
寺
別
当
、
行
事
上
卿
、
行
事
所
上
卿
な

ど
、
実
務
を
あ
ら
か
じ
め
分
担
す
る
上
卿
の
決
裁
が
、
従
来
の
申
文
方
式
を
凌
駕
し

て
い
く
。
こ
う
な
る
と
、
公
卿
た
ち
は
太
政
官
政
務
の
全
体
を
把
握
す
る
機
会
さ
え

失
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
公
卿
聴
政
と
い
う
形
式
は
儀
式
化
し
、
日
常
的
な
政

務
を
行
う
役
割
を
終
え
る
。
公
卿
た
ち
が
申
文
案
件
の
決
裁
に
「
参
議
」
し
、
一
体
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と
な
っ
て
「
合
議
」
を
す
る
と
い
う
機
会
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

公
卿
の
合
議
の
場
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
人
事
決
定
の
場
、
叙
位
・

除
目
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
基
本
的
に
、
天
皇
の
御
前
に
公
卿
全
員
が
招
集
さ
れ
て
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
叙
位
・
任
官
者
は
、
天
皇
と
執
筆
大
臣
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
、そ
の
場
で
議
論
が
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
幼
帝
の
場
合
に
は
、

摂
政
の
直
廬
（
内
裏
の
宿
所
）
で
行
わ
れ
、
天
皇
の
代
わ
り
に
摂
政
が
人
事
を
決
定
し

た
。
関
白
は
九
世
紀
末
の
基
経
の
と
き
か
ら
、
御
前
の
儀
に
参
加
し
、
天
皇
と
執
筆

の
間
に
座
し
て
決
定
に
関
与
し
た
。
人
事
権
は
国
家
の
政
務
の
根
幹
で
あ
り
、
こ
れ

を
天
皇
と
摂
関
が
掌
握
し
た
が
、
公
卿
も
そ
れ
に
合
意
し
た
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
の
天
皇
御
前
の
叙
位
・
除
目
に
准
ず
る
か
た
ち
で
、
重
要
な
案
件
に

つ
い
て
の
討
議
が
、
臨
時
に
御
前
の
公
卿
会
議
で
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
十
世
紀
、
平
将
門
の
乱
の
際
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
十
二
月
、
常
陸
に
つ
い

で
上
野
、
下
野
国
衙
の
襲
撃
が
朝
廷
に
報
告
さ
れ
る
と
、
内
裏
の
殿
上
で
公
卿
会
議

が
開
か
れ
た
と
い
う㉗
。
同
時
期
の
藤
原
純
友
の
乱
で
も
、
追
討
の
最
終
決
定
が
天
慶

四
年
（
九
四
一
）
正
月
十
五
日
の
朱
雀
天
皇
御
前
で
の
議
定
で
決
定
さ
れ
て
い
る㉘
。
の

ち
の
十
一
世
紀
、
十
二
世
紀
の
史
料
に
も
、「
国
家
大
事
」
は
御
前
で
の
公
卿
会
議
で

討
議
さ
れ
る
べ
き
と
言
わ
れ
て
お
り
、重
要
案
件
は
天
皇
御
前
で
評
議
さ
れ
て
い
た㉙
。

遡
る
と
、
承
和
十
年
（
八
三
四
）
七
月
、
嵯
峨
太
上
天
皇
の
周
忌
の
斎
会
の
日
取
り

に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
、
中
納
言
源
信
や
参
議
源
弘
が
上
奏
し
た
た
め
、
仁
明
天
皇

は
「
上
因
二
熱
発
一
、
不
能
二
面
議
一
、
勅
令
二
大
納
言
藤
原
良
房
朝
臣
与
諸
公
卿
議

定
一
」
と
命
じ
、
公
卿
会
議
が
行
わ
れ
た
と
い
う㉚
。
こ
の
記
事
か
ら
、
ふ
だ
ん
仁
明
の

も
と
で
御
前
会
議
が
開
か
れ
て
い
た
と
川
尻
は
述
べ
て
い
る
。
仁
明
は
病
で
あ
っ
て

も
、
し
ば
し
ば
御

越
し
に
、
公
卿
た
ち
の
議
論
を
聞
い
て
い
た㉛
。

目
崎
徳
衛
に
よ
る
と
、嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
亡
く
な
っ
た
仁
明
の
あ
と
を
つ
い

だ
文
徳
天
皇
は
、
ま
っ
た
く
内
裏
に
入
る
こ
と
が
な
く
、
と
く
に
在
位
の
後
半
は
後

院
で
あ
る
冷
泉
院
に
常
住
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
外
戚
良
房
に
制
約
さ

れ
て
親
政
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ

の
清
和
天
皇
は
幼
帝
と
し
て
天
安
二
年（
八
五
八
）即
位
し
た
が
、貞
観
六
年（
八
六
四
）

元
服
後
も
東
宮
に
居
住
し
て
母
明
子
（
良
房
女
）
の
庇
護
下
に
あ
り
、親
政
の
実
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た32
。

こ
の
よ
う
な
圧
倒
的
な
外
祖
父
良
房
の
も
と
で
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年

（
八
七
一
）
二
月
十
四
日
条
の
記
事
が
出
現
す
る
。

天
皇
御
二
紫
宸
殿
一
視
事
、
承
和
以
往
、
皇
帝
毎
日
御
二
紫
宸
殿
一
、
視
二
政
事
一
、

仁
寿
以
降
、
絶
無
二
此
儀
一
、
是
日
、
帝
初
聴
政
、
当
時
慶
之
。

良
房
の
死
の
前
年
に
記
さ
れ
た
こ
の
記
事
は
、
仁
寿
以
降
の
文
武
・
清
和
二
代
に

わ
た
っ
て
、天
皇
の
御
前
で
の
聴
政
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

当
然
、
天
皇
の
御
前
会
議
が
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
事
は
、

い
わ
ば
異
例
で
あ
る
が
ゆ
え
の
記
事
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
降
仁
明
の
と
き
ま
で
の
よ

う
な
御
前
会
議
が
復
活
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
川
尻
も
こ
の
記

事
を
掲
げ
つ
つ
、
聴
政
を
行
わ
な
く
な
っ
た
文
徳
、
そ
し
て
幼
帝
清
和
が
即
位
し
、

天
皇
抜
き
で
も
政
務
が
あ
る
程
度
行
え
る
と
い
う
「
壮
大
な
実
験
」
を
、
陣
定
成
立

の
契
機
に
見
て
い
る33
。
す
な
わ
ち
、
陣
定
は
天
皇
の
御
前
会
議
の
代
替
と
い
う
性
格

を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

陣
定
が
天
皇
御
前
の
公
卿
会
議
の
代
替
で
あ
る
と
す
る
と
、公
卿
聴
政
（
申
文
）
と

は
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
官
奏
に
よ
る
天
皇
へ
の
上

奏
が
行
わ
れ
た
重
要
事
項
が
、
天
皇
の
意
向
に
よ
っ
て
御
前
の
公
卿
会
議
に
か
け
ら

れ
る
わ
け
だ
か
ら
、官
奏
の
前
段
階
に
あ
た
る
公
卿
聴
政
（
申
文
）
と
は
異
な
っ
た
系

譜
の
政
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
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人
臣
摂
政
が
良
房
の
も
と
で
初
め
て
お
か
れ
、
そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
基
経
に
よ
っ

て
関
白
が
創
始
さ
れ
る
と
い
う
九
世
紀
後
半
期
に
、
天
皇
の
御
前
会
議
の
代
替
と
し

て
陣
定
が
発
足
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
天
皇
に
よ
る
政
務

決
断
に
、
摂
政
や
関
白
が
関
与
し
つ
つ
、
強
い
主
導
権
を
も
ち
う
る
の
が
、
天
皇
と

相
対
的
に
離
れ
た
陣
座
で
の
公
卿
会
議
で
あ
る
陣
定
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
陣
定
の
特
徴
を
権
力
掌
握
過
程
で
も
っ
と
も
有
効
に
利
用
し
た

の
が
、
一
条
天
皇
の
も
と
で
の
内
覧
左
大
臣
藤
原
道
長
で
あ
っ
た
。
外
戚
と
し
て
関

白
に
な
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
准
関
白
と
し
て
の
内
覧
に
と
ど
ま
り
、
陣

定
に
出
席
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

律
令
制
に
お
け
る
論
奏
な
ど
の
分
析
か
ら
、
そ
の
合
議
制
は
君
主
制
の
一
部
分
と

し
て
評
価
し
う
る
も
の
で
、
合
議
体
が
存
在
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
君
主
制
が
制
約

を
う
け
て
い
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
、
吉
川
の
指
摘
は
正
し
い34
。
合
議
体
に
つ
い

て
の
こ
の
評
価
は
、そ
れ
が
律
令
制
ほ
ん
ら
い
の
姿
か
否
か
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
も
、

摂
関
期
で
も
、
十
分
当
て
は
ま
る
も
の
だ
と
考
え
る
。

摂
関
期
の
ミ
ウ
チ
、
つ
ま
り
天
皇
、
外
戚
、
父
院
、
国
母
な
ど
の
「
権
力
核
」
を

重
視
し
、
陣
定
に
お
け
る
公
卿
層
の
政
治
意
志
を
あ
ま
り
評
価
し
な
い
倉
本
一
宏
で

も
、
一
条
朝
の
道
長
執
政
期
、
陣
定
の
頻
繁
な
開
催
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
多
い

と
き
は
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
の
三
十
七
回
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
摂
政
兼
家

の
方
針
で
そ
れ
ほ
ど
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
の
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
で
も
、十
三

回
開
催
さ
れ
た
と
し
、
一
条
朝
二
十
五
年
間
で
三
八
八
回
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る35
。

そ
の
な
か
に
、
一
定
程
度
、
公
卿
会
議
と
は
い
え
な
い
陣
座
で
の
上
卿
と
参
議
の
み

に
よ
る
定
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が36
、
そ
れ
で
も
吉
川
の
主
張
す
る
「
年

数
回
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
数
字
は
少
な
す
ぎ
る
。
そ
も
そ
も
、
合
議
制
は
君
主
制
の

一
部
で
あ
る
と
い
う
吉
川
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
権
力
を
制
約
し
え
な
い
陣
定

の
開
催
頻
度
を
あ
え
て
過
小
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

合
議
制
を
君
主
制
の
一
部
と
見
る
な
ら
ば
、
摂
関
期
の
陣
定
は
「
権
力
核
」
を
支

え
る
公
卿
の
合
議
体
と
し
て
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
地
方
政
治
が
受
領
に
委

任
さ
れ
て
い
る
当
時
の
国
政
に
お
い
て
は
、
中
央
の
国
家
財
政
そ
の
も
の
が
大
幅
に

縮
小
さ
れ
て
い
る
。
大
津
透
が
詳
細
に
分
析
し
た
陣
定
の
一
種
で
あ
る
受
領
功
過
定

に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
国
家
財
政
を
支
え
る
一
つ
の
柱
で
あ
る
。
そ
れ
を
否
定

す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
吉
川
が
精
緻
に
分
析
し
た
律
令
国
家
体
制

と
比
較
し
て
、
た
し
か
に
摂
関
期
の
国
家
の
あ
り
か
た
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
陣
定
の
過
大
評
価
」
と
し
て
大
津
ら
の
分
析
を
切
り
捨
て

る
の
は
、
逆
に
「
陣
定
の
過
小
評
価
」
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
摂
関
期
と
く
に

道
長
執
政
期
が
、
律
令
制
と
異
な
る
と
い
う
主
張
が
、
か
え
っ
て
当
該
期
の
陣
定
の

評
価
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
い
う
危
惧
を
い
だ
く
次
第
で
あ
る
。

注①　
大
津
透
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

②　

吉
川
真
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、一
九
九
八
年

所
収
）。

③　

吉
川
前
掲
書
四
二
一
頁
。

④　

大
津
透
「
摂
関
期
の
陣
定
―
基
礎
的
考
察
―
」（『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』

四
六
、
一
九
九
五
年
）。

⑤　

川
尻
秋
生
「
陣
定
の
成
立
」（
吉
村
武
彦
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
王
権
・
社
会
』

塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
所
収
）。

⑥　
「
陣
定
」（『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
所
収
、
初
出

一
九
六
一
年
）。

⑦　

倉
本
一
宏「
一
条
朝
に
お
け
る
陣
定
に
つ
い
て
―
摂
関
政
治
像
再
構
築
の
た
め
の
一

試
論
―
」（『
古
代
文
化
』
三
九
―
六
、
一
九
八
七
年
）。

⑧　

黒
羽
亮
太
「
平
安
貴
族
社
会
の
役
と
文
書
の
変
容
」（
二
〇
一
八
年
十
月
十
四
日
、

於
佛
教
大
学
）。
当
日
配
布
レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
。

⑨　

吉
川
真
司
「
藤
原
道
長
と
平
安
貴
族
社
会
」（
設
立
八
〇
周
年
記
念
陽
明
文
庫
講
座
、

二
〇
一
八
年
十
一
月
十
日
、
於
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
大
ホ
ー
ル
）。
当
日
配
布

の
レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
。
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⑩　
『
院
政
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
所
収
、
初
出
は
一
九
九
四
年
。

⑪　
「
公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
」（『
院
政
の
研
究
』
所
収
、初
出
は
一
九
八
六

年
）。

⑫　

川
尻
前
掲
｛
陣
定
の
成
立
」。

⑬　

橋
本
義
彦
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
四　

古
代
四
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
六
年
所
収
、
の
ち
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
に
再
録
）。

⑭　

川
尻
前
掲
「
陣
定
の
成
立
」。

⑮　

吉
川
真
司
「
上
宣
制
の
成
立
」「
申
文
刺
文
考
」（
吉
川
前
掲
書
所
収
）。

⑯　

吉
川
前
掲
「
上
宣
制
の
成
立
」。

⑰　

早
川
庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」（『
史
学
雑
誌
』
八
五
―
三
、
一
九
七
六
年
、
の
ち

『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
所
収
）。

⑱　

佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

⑲　

飯
田
瑞
穂
「
太
政
官
奏
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
三
八
一
、
一
九
八
〇
年
）。

⑳　

吉
川
前
掲
「
上
宣
制
の
成
立
」。

㉑　

吉
川
前
掲
「
申
文
刺
文
考
」。

㉒　

吉
川
真
司
「
律
令
太
政
官
制
と
合
議
制
」（
前
掲
書
所
収
）。

㉓　

橋
本
義
則
「『
外
記
政
』
の
成
立
―
都
城
と
儀
式
―
」（『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
五
年
所
収
）。

㉔　

吉
川
前
掲
「
申
文
刺
文
考
」。

㉕　

美
川
前
掲
「
平
安
時
代
の
政
務
と
そ
の
変
遷
」。

㉖　

下
向
井
龍
彦
「『
水
左
記
』
に
み
る
源
俊
房
と
薬
師
寺
―
太
政
官
政
務
運
営
変
質
の

一
側
面
」（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇

年
所
収
）。

㉗　
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条
。

㉘　
『
北
山
抄
』
拾
遺
雑
抄
下
、
弁
官
預
参
朝
議
事
。

㉙　
『
春
記
』
長
暦
四
年
八
月
五
日
条
。『
中
右
記
』
寛
治
六
年
八
月
十
七
日
条
。

㉚　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
七
月
十
四
日
条
。

㉛　

川
尻
前
掲
「
陣
定
の
成
立
」。

32　

目
崎
徳
衛
「
文
徳
・
清
和
両
天
皇
の
御
在
所
を
め
ぐ
っ
て
」（『
貴
族
社
会
と
古
典
文

化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
所
収
）。

33　

川
尻
前
掲
「
陣
定
の
成
立
」。

34　

吉
川
前
掲
「
律
令
太
政
官
制
と
合
議
制
」。

35　

倉
本
前
掲
「
一
条
朝
に
お
け
る
陣
定
に
つ
い
て
」。

36　

こ
れ
は
早
く
拙
稿
「
公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
」「
平
安
時
代
の
政
務
と

そ
の
変
遷
」
が
指
摘
し
、大
津
前
掲
「
摂
関
期
の
陣
定
―
基
礎
的
考
察
―
」
も
触
れ
て

い
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


